クマ鈴・クマスプレー貸与事業実施要領

令和６年５月31日制定
盛岡広域振興局保健福祉環境部環境衛生課

１　目的
盛岡広域振興局（以下「盛岡局」という。）はツキノワグマ（以下「クマ」という。）出没場所を学区とする小学生等や野外イベント参加者等へのクマ鈴及びクマスプレー（以下「クマ鈴等という。」）の貸与事業を行う。
当該事業の実施により、クマによる人身被害の防止を図るとともに、市街地等居住者のクマに対する防除対策意識を醸成することを目的とする。

２　貸与の対象
　　（１）又は（２）の対象である場合、クマ鈴等の貸与希望者（以下「希望者」という。）は３－１又は３―２の方法によりクマ鈴等の貸与を受けることができる。
（１）　クマの出没場所又は例年出没している場所（※１）を学区内とする小学校（例：集団登下校のグループリーダー、集団登下校の安全を見守る教諭等）
　　※１　盛岡局管内（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町）に限る。
（２）　盛岡局管内の場所（※１）にて屋外イベントを行う主催者等（例：学校関係者が主催する登山、キャンプ等の山中における活動）
３－１　クマ出没時による貸与方法
　（１）　希望者は担当に電話等で連絡し、盛岡局がクマ鈴等を貸与可能であることを確認した場合、担当は連絡のあった翌日以降（※２）にクマ鈴等を希望者に貸与する。
※２　翌日が土日又は祝日（以下「閉庁日」という。）の場合には、次の平日とする。
（２）　希望者はクマ鈴等貸与時に「クマ鈴等貸与届出書（様式１号）」を提出する。
（３）　貸与終了後は希望者にてクマ鈴等をとりまとめた後、５（１）の貸与期間内に担当へ返却する。

３－２　屋外イベント実施時の貸与方法
　（１）　希望者は担当に電話等で連絡し、クマ鈴等の貸与可能であることを確認した場合、５（２）の貸与期間内に希望者は「クマ鈴等貸与届出書（様式１号）」を担当に提出し、クマ鈴等を受け取る。
（２）　貸与終了後は希望者にてクマ鈴等をとりまとめた後、５（２）の貸与期間内に担当へ返却する。
４  貸与個数　
（１）　クマ鈴は希望者あたり原則20個以内の貸与とする。
（２）　クマスプレーは希望者あたり１本以内の貸与とする。
５　貸与期間
（１）　３－１の方法による場合は、原則30日以内とする。（ただし、集団登下校で利用する場合は、期間初日の前日から終日の１週間以内（※３）の期間における貸与であれば、30日を超えても構わない。）
（２）　３－２の方法による場合は、主催する事業日の３日前から３日後以内（※３）を原則とする。
※３　貸与希望日が閉庁日の場合には、閉庁日の前の平日とし、返却希望日が閉庁日の場合には、休日又は祝日の次の平日とする。
６　その他
　（１）　クマ鈴等を紛失又は破損した場合には、希望者が「クマ鈴等紛失（破損）届出書（様式２号）」を担当に提出すること。
（２）　クマスプレーを実際に使用した場合には、返却時に希望者が「クマスプレー使用報告書（様式３号）」を担当に提出すること。
（３）　クマ鈴及びクマスプレーに関する注意事項等は別添チラシを確認願います。


担当：盛岡広域振興局保健福祉環境部環境衛生課
　　連絡先：019-629-6583（電話）　019-629-6594（FAX）
　　　住所：盛岡市内丸11-1　盛岡合同庁舎２階

